
この人に
会いたい

高橋教授の

一
戸
和
成
氏
　

２
０
２
７
年
度
か
ら
始
ま
る「
新
た
な
地
域
医
療
構
想
」で
は
、
人
口
構
造
の
変
化
や
そ
れ
に
伴
う
医
療
需
要
の
変
化
を
見
据
え
た
内
容
に

な
っ
て
い
る
が
、そ
の
提
供
体
制
の
担
い
手
や
経
営
体
制
に
つ
い
て
は
課
題
が
残
っ
た
ま
ま
だ
。
今
回
、外
科
医
を
経
て
厚
生
労
働
省
に
入
省
、

診
療
報
酬
改
定
や
医
療
計
画
に
携
わ
り
、
公
立
病
院
の
事
業
管
理
者
、
さ
ら
に
医
療
法
人
の
経
営
改
善
支
援
を
担
う
な
ど
、
多
方
面
で
活

躍
す
る
一
戸
和
成
・
医
療
法
人
社
団
和
楽
仁
副
理
事
長
と「
あ
る
べ
き
政
策
遂
行
と
病
院
経
営
」に
つ
い
て
議
論
を
交
わ
し
た
。
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必
要
な
地
域
医
療
を
残
す
た
め
に
も

公
民
含
め
病
院
医
療
の
可
視
化
を
進
め
る
べ
き

医
療
法
人
社
団
和
楽
仁 

副
理
事
長

自
治
体
で
公
立
病
院
へ
の 

補
填
が「
重
荷
」に

高
橋
　
高
齢
者
救
急
や
在
宅
医
療
の
強

化
が
進
む
一
方
で
、
人
口
減
少
に
よ
り

急
性
期
医
療
の
需
要
は
確
実
に
縮
小
し

て
い
き
ま
す
。「
新
た
な
地
域
医
療
構

想
」は
人
口
構
造
に
は
着
目
し
て
い
ま

す
が
、
イ
ン
フ
レ
や
生
産
年
齢
人
口
の

減
少
と
い
っ
た
経
済
前
提
が
抜
け
落
ち

て
い
る
印
象
を
持
ち
ま
す
。
さ
ら
に
診

療
報
酬
で
は
吸
収
し
き
れ
な
い
コ
ス
ト

増
が
病
院
経
営
を
直
撃
し
、
と
り
わ
け

機
能
的
に
活
発
な
病
院
ほ
ど
深
刻
な
打

撃
を
受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
現
状
を
ど

う
見
て
い
ま
す
か
。

一
戸
　
民
間
病
院
の
経
営
感
覚
か
ら
す

る
と
、
現
在
は
非
常
に
厳
し
い
局
面
に

あ
り
ま
す
。
２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬

改
定
で
は
ベー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
が
導
入

さ
れ
た
も
の
の
、
人
件
費
の
上
昇
─
─

と
く
に
看
護
師
の
過
剰
配
置
や
、
職
員

の
平
均
年
齢
・
平
均
単
価
の
上
昇
と
い
っ

た
構
造
的
コ
ス
ト
増
─
─
に
対
し
て
補

填
が
追
い
つ
か
ず
、
そ
の
結
果
、
24
年

度
に
入
り
赤
字
が
一
気
に
拡
大
し
ま
し

た
。
病
院
経
営
を
安
定
さ
せ
る
に
は
、

限
界
が
来
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
特

に
公
立
病
院
の
非
効
率
性
は
深
刻
で
、

総
務
省
の『
公
営
企
業
年
鑑
』に
よ
れ

ば
、
23
年
度
の
繰
入
金
は
８
６
２
６
億

円
、
赤
字
総
額
は
２
０
５
５
億
円
に
達

し
、
公
立
病
院
の
赤
字
補
填
と
し
て
、

自
治
体
に
よ
る
実
質
的
な
財
政
支
出
は

1
兆
円
以
上
に
達
し
て
い
ま
す
。

高
橋
　
地
方
自
治
体
が
病
院
赤
字
を
補

填
す
る
こ
と
で
、
教
育
や
子
育
て
、
地

域
行
事
の
予
算
が
削
ら
れ
、
結
果
的
に

若
者
が
町
を
離
れ
て
い
く
。
病
院
は

残
っ
て
も
町
が
滅
び
る
と
い
う
状
況
す

ら
見
え
て
き
て
い
ま
す
。
公
立
病
院
の

統
廃
合
や
再
編
を
進
め
る
う
え
で
は
、

制
度
的
な
後
押
し
が
不
可
欠
で
す
。
現

状
で
は
補
助
金
の
支
出
構
造
が
改
革
の

障
壁
に
な
っ
て
お
り
、
何
ら
か
の
仕
組

み
で
地
域
に
“
選
択
を
迫
る
”
よ
う
な

流
れ
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
。

一
戸
　
本
来
な
ら
ば
、
交
付
税
措
置
を

見
直
す
こ
と
で
、
自
治
体
に
赤
字
病
院

の
統
廃
合
を
迫
る
制
度
設
計
が
必
要
で

す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
病
院
で
職
を

得
て
い
る
住
民
が
多
い
地
域
も
あ
り
、

病
院
の
縮
小
や
統
廃
合
の
議
論
は
簡
単

に
は
進
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

高
橋
　
地
域
医
療
構
想
の
論
理
と
し
て

は
、
人
口
減
少
に
合
わ
せ
て
病
院
を
減

ら
し
、
機
能
を
再
編
す
る
の
が
筋
道
で

す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
低
稼
働
で
非

効
率
な
病
院
が
補
助
金
で
延
命
さ
れ
、

高
機
能
で
必
要
な
病
院
が
淘
汰
さ
れ
か

ね
な
い
。
こ
れ
は
将
来
の
医
療
の
崩
壊

を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。

医
療
需
要
の
変
化
に
対
応
で
き
る 

病
院
が
生
き
残
る
べ
き

一
戸
　
同
じ「
赤
字
」で
も
、
公
立
・

公
的
・
大
学
病
院
と
民
間
病
院
で
は
、

財
政
的
な
前
提
が
大
き
く
異
な
り
ま

す
。
公
立
病
院
は
交
付
税
措
置
、
公
的

病
院
は
特
別
交
付
税
、
大
学
病
院
に
は

運
営
交
付
金
が
出
る
一
方
で
、
民
間
病

院
は
そ
う
し
た
支
援
が
な
い
。
こ
の
厳

し
い
環
境
を
何
と
か
乗
り
切
ろ
う
と
し

て
い
る
民
間
病
院
に
は
何
の
手
当
て
も

せ
ず
、
非
効
率
な
運
営
を
続
け
る
病
院

に
は
赤
字
補
填
が
行
わ
れ
る
構
図
が
続

け
ば
、
将
来
、
本
当
に
残
す
べ
き
医
療

機
関
ま
で
淘
汰
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。

高
橋
　
ま
さ
に
、
デ
ー
タ
を
土
台
に
し

た
構
造
改
革
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
と

感
じ
ま
す
。
社
会
保
障
費
の
限
界
が
見

え
つ
つ
あ
る
な
か
、「
良
い
病
院
」「
そ

う
で
な
い
病
院
」の
線
引
き
を
、
抽
象
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